
事業場等におけるＴＨＰと
特定保健指導の実施について

①事業場又はＴＨＰサービス機関がＴＨＰと特定保健指導を同時に実施する場合

②特定保健指導部分を事業場又はＴＨＰサービス機関以外の機関が行う場合
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※医療保険者と事業者の間の情報提供については、個人情報に十分配慮しつつ適切に行う。

医療保険者が事業場又はＴＨＰ
サービス機関に特定保健指導を
アウトソーシング

特定保健指導の実施結果を事業場又は
ＴＨＰサービス機関に情報提供（※）

事業場（ＴＨＰサービス機関に委
託する場合を含む）

（参考１）


